
（令和７年中 県内居住者 1,000万円以上の被害 29件目）

‟ニセ警察詐欺„を見抜くポイント

警察官や検事が、
・ＡＴＭで連日出金するように指示すること
・自宅の敷地内に現金を置くように指示すること

は絶対にありません！
そのような指示をされたら、それは詐欺です‼

山形県警察 鶴岡市

【被害者】
山辺町居住の60歳代 男性

【被害額】
現金1,350万円

【被害概要】
９月下旬、山辺町居住の男性（60歳代）方の携帯電話に、警視庁

の「イシバシ」を名乗る男から電話があり、
タカハシ○○を逮捕した
タカハシに電話と口座を売りましたね

などと言われました。
その後、検察の「シモダ」を名乗る男に電話が替わり、

あなたの口座にあるお金をすべて調べる必要がある
定期預金を全て解約し、毎日ＡＴＭで50万円を下ろしてください

などと言われ、毎日ATMで現金を出金し、
合計1,350万円の現金を準備しました。
そして10月中旬、イシバシから

お金を箱に入れて自宅の玄関先に置いてください
などと指示され、現金1,350万円を菓子箱に入れて自宅の玄関先に
置いていたところ、いつの間にか菓子箱がなくなっており、被害に
あいました。


